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国民健康保険法第75条 03　　　医療の安心

010302　地域医療体制の充実
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保険医療機関等指導事業費補助

１　事業概要

　保険診療等にかかる指導は、国や県が保険医療機関等

に対し実施しているところである。

　しかし、保険診療等の適正化を図るためには、保険医

療制度のさらなる理解・浸透が必要となってくる。

　そこで、埼玉県医師会等が自主的に実施している保険

診療等に関する講習会や指導事業を奨励し、費用の一部

を助成することで、保険指導の補完・充実を図っていく

。

　保険医療機関等指導事業費補助　4,320千円

２　事業主体及び負担区分

　　事業主体：埼玉県医師会等（県10/10）

３　地方財政措置の状況

　　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　　9,500千円×0.1人＝950千円

５　事業説明
（１）　事業内容(回数は平成24年度実績)
　　ア　埼玉県医師会・・・・・保険診療相談会の実施　　　　　　　　　　　 4回
　　　　　　　　　　　　　　　保険診療理解のための小冊子作成及び配布　　　　　他
　　イ　埼玉県歯科医師会・・・医療保険勉強会の開催　　　　　　　　　　  22回
　　　　　　　　　　　　　　　保険診療関連手引作成及び配布
　　　　　　　　　　　　　　　保険ニュースの作成及び配布　　　　　　　　　　　他
　　ウ　埼玉県薬剤師会・・・・保険薬局講習会の開催　　　　　　　　　　　 4回　他
　　エ　埼玉県接骨師会・・・・保険業務講習会の開催　　　　　　　　　　　 1回　他

　　　　これらの事業にかかる費用の一部を助成する。

（２）　事業計画
　　　　各事業主体の実施計画による。

（３）　事業効果

　　　知・理解が進み、保険診療及び保険請求事務の適正化が促進される。
　　　　国や県による指導事業に加え、保険医療機関等が保険診療制度を学ぶ機会が増えることにより、制度の周

(単位：千円)

分野施策


